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【この申告書の用途】

この申告書は、仮決算による中間申告、確定した決算に基づく確定申告、申告期限経過後に税額の変更があった際の

修正申告をする場合に使用します。

秋田市の管理番号（申告案内文右上の、４または９から始まる８桁の番号）を記載してください。

13桁の法人番号を記載してください。

法人税に係る修正申告、更正、決定等に基づき修正申告をする場合に、法人税に係る修正申告書の提出日、または更
正、決定等を受けた年月日（通知日）を記載してください。

事業年度末現在の資本金の額又は出資金の額、資本金の額及び資本準備金の額、資本金等の額を記載してください。

法人所在地、電話番号、事業年度、申告区分等を記載してください。本店が秋田市外に所在する場合は、本店所在地
も併記してください。

税務署に申告した、法人税申告書「法人税額計」の金額を記載してください。

千円未満の端数を切り捨てた課税標準額に、以下の税率を乗じて税額欄を算出してください。
適用税率は事業年度開始日によって異なります。

⑤÷㉓×㉔で得た金額（千円未満切り捨て）を記載してください。

※秋田市のみ事業所を有する法人は記載不要です。

百円未満の端数は切り捨ててください。

予定申告等で既に申告済みの法人税割額、均等割額を記載してください。
※原則、法人様にお送りしている確定申告案内文の「１ 申告事業年度の中間納付額」として掲載している金額です。

事業年度中に事務所等を有していた月数を記載してください。
※存在月数が１か月に満たない場合は１か月とします。１か月以上の場合は、１か月に満たない端数を切り捨てします。

従業者数を必ず記載してください。複数の支店がある場合は、各支店名称および支店ごとの人数も記載してください。

中間納付額の還付を受ける場合、金融機関名、預金種別、口座番号を記載するほか、還付請求税額欄にその金額を
記載してください。

資本金および従業者数に基づいた、以下の均等割税率（年額）を記載してください。

法人市民税
第２０号様式 記載例

法人税の申告期限の延長の処分の有無について、該当する方に○を付けてください。

事業年度開始日 税率
R1.10.1以後 8.4%

H26.10.1～R1.9.30の間 12.1%
H26.9.30以前 14.7%

※税率ごとに３種類の申告書（第20号様式）がダウンロード可能です。

秋田市内の事務所等
従業者数の合計

50億円を超える法人 50人超 360万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人超 210万円
10億円を超える法人 50人以下 49万2千円

50人超 48万円
50人以下 19万2千円
50人超 18万円
50人以下 15万6千円
50人超 14万4千円
50人以下 6万円

※法人県民税の税率と混同しないようご注意ください。

資本金等の額 税率（年額）

1億円を超え10億円以下である法人

1千万円を超え1億円以下である法人

1千万円以下である法人


